
長野県文化財保護審議会への諮問について 

 

 

文化財・生涯学習課  

 

 

 下記の文化財について、長野県天然記念物の指定を解除したいので、文化財保護条例

（昭和50年長野県条例第44号）第31条第１項の規定により、長野県文化財保護審議会に

諮問する。 

記 

１ 長野県天然記念物の指定を解除する文化財 

名称（所在地） 員数 所有者 概要及び指定解除理由 

泰阜の大クワ 

（下伊那郡泰阜村） 

１本 篠田昭二 

 根回り 5.8ｍ、胸高範囲 3.3ｍ、樹高 8.4ｍ、推

定樹齢 700 年と、クワとしては全国屈指の規模、樹

齢の大木、名木であることから、平成 18 年４月 20

日に指定。 

昨年及び今年、新たな芽吹きが認められず、枯死

こ し

であることが確認されたため。 

 



 

 

泰阜の大クワ写真（平成 30 年 5 月 22 日撮影） 




